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は
じ
め
に

平
和
条
約
締
結
に
お
い
て
、
日
本
政
府
は
沖
縄
の
地
位
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な

交
渉
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
沖
縄
を
め
ぐ
る
研
究
は
近
年
と
り
わ
け
多
彩
な
成

果
を
蓄
積
し
つ
つ
あ
る
が
、
平
和
条
約
締
結
と
沖
縄
の
地
位
を
取
上
げ
た
研
究
は

必
ず
し
も
多
い
訳
で
は
な
い）

1
（

。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
沖
縄
の
地
位
を
規
定
し
た
平

和
条
約
第
三
条
及
び
、
日
本
の
「
潜
在
主
権
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

多
く
の
先
行
研
究
は
、
一
方
で
第
三
条
が
国
連
信
託
統
治
の
可
能
性
に
触
れ
、
他

方
で
明
文
規
定
が
な
く
法
的
拘
束
力
も
な
い
「
潜
在
主
権
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
事
情
に
齟
齬
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
ら
の
効
力
に
疑
問
を
示
し
て
き
た
の
で

あ
る
。
実
際
、
沖
縄
現
地
で
は
、
日
本
の
「
潜
在
主
権
」
よ
り
も
米
国
の
施
政
権

が
圧
倒
的
な
存
在
感
を
持
ち
、
米
国
統
治
が
継
続
し
て
い
た
。
第
三
条
は
空
洞
化

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
態
の
な
か
で
、
沖
縄
の
地
位
を
め
ぐ
る
交
渉

が
研
究
対
象
と
な
り
に
く
い
傾
向
が
生
じ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
こ
の
点
に
注
目
し
、
平
和
条
約
交
渉
と
そ
の
後
の
日
本
外
交
が
、
沖
縄

の
地
位
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
模
索
し
た
の
か
、
を
考
察
す
る
。

周
知
の
と
お
り
、
平
和
条
約
は
第
三
条
で
、
沖
縄
に
つ
い
て
国
連
信
託
統
治
へ

の
移
行
の
可
能
性
に
言
及
し
、
そ
れ
ま
で
は
米
国
が
行
政
、
立
法
及
び
司
法
上
の

権
利
の
す
べ
て
及
び
、
何
れ
か
を
行
使
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
言
い
換
え

れ
ば
、
第
三
条
で
は
沖
縄
の
主
権
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
。
沖
縄
に
対
す
る
日

本
の
主
権
に
つ
い
て
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
会
議
の
席
上
、
米
英
両
国
の

全
権
、
つ
ま
り
Ｊ
・
Ｆ
・
ダ
レ
ス
全
権
と
Ｋ
・
ヤ
ン
ガ
ー
全
権
か
ら
日
本
に
主
権

を
残
す
趣
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。平
和
会
議
で
日
本
に
残
さ
れ
た
主
権
に
つ
い
て
、

日
本
政
府
は
「
残
存
主
権
」
さ
ら
に
そ
の
後
「
潜
在
的
主
権
」
な
い
し
「
潜
在
主
権
」

と
し
て
定
義
し
、
こ
れ
ら
が
沖
縄
の
地
位
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
平

和
条
約
第
三
条
及
び
、「
潜
在
主
権
」
に
つ
い
て
日
本
国
内
で
は
、
そ
の
不
明
確
さ

が
論
議
さ
れ
国
会
で
野
党
の
攻
撃
の
的
と
な
る
事
態
が
し
ば
し
ば
生
じ
て
い
た
。

な
お
「
潜
在
的
主
権
」
が
日
米
両
国
政
府
間
の
公
式
文
書
に
登
場
す
る
の
は
、

一
九
五
七
年
六
月
の
岸
訪
米
で
出
さ
れ
た
共
同
声
明
が
最
初
で
あ
る）

2
（

。し
か
し「
潜

在
主
権
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
、
日
米
両
国
政
府
間
で
合
意
し
た
訳
で
は
な

い
。
日
米
間
の
み
な
ら
ず
、
米
国
政
府
内
で
も
「
潜
在
主
権
」
の
解
釈
は
長
い
間

合
意
さ
れ
な
か
っ
た
事
情
が
あ
る）

3
（

。

論
文

平
和
条
約
以
後
の
沖
縄
と
日
本
外
交

　

河　

野　

康　

子
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本
稿
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
て
、
沖
縄
の
地
位
を
め
ぐ
る
平
和
条
約
交

渉
に
つ
い
て
日
本
政
府
の
構
想
と
米
国
政
府
の
対
応
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。

一　

第
一
次
交
渉
と
「
わ
が
方
見
解
」
に
お
け
る
沖
縄
の
地
位

㈠　

第
一
次
交
渉
（
一
九
五
一
・
一
）
と
信
託
統
治
構
想

平
和
条
約
へ
向
け
た
準
備
作
業
に
つ
い
て
西
村
熊
雄
条
約
局
長
は
じ
め
事
務
当

局
が
「
今
度
こ
そ
は
」
と
の
意
気
込
み
で
着
手
し
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
九
月
頃

の
こ
と
で
あ
る
。
九
月
一
四
日
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
は
声
明
で
対
日
平
和
条
約

に
つ
い
て
非
公
式
な
討
議
を
開
始
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
こ
れ
を
踏

ま
え
て
準
備
作
業
が
は
じ
ま
っ
た
。
準
備
作
業
は
Ａ
作
業
か
ら
始
ま
り
改
訂
を
重

ね
て
Ｄ
作
業
再
訂
版
に
至
り
、
さ
ら
に
「
わ
が
方
見
解
」
に
集
約
さ
れ
た
。「
わ

が
方
見
解
」
が
東
京
を
訪
問
し
た
Ｊ
・
Ｆ
・
ダ
レ
ス
特
使
に
手
交
さ
れ
た
の
は

一
九
五
一
年
一
月
三
〇
日
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
わ
が
方
見
解
」
ま
で
の
約
四
ヶ
月

に
亘
り
吉
田
首
相
と
外
務
省
事
務
当
局
が
、
沖
縄
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
構
想
を

練
っ
た
の
か
を
検
討
し
よ
う
。
Ａ
作
業
で
は
、
ま
ず
米
国
の
対
日
講
和
構
想
に
つ

い
て
情
勢
を
判
断
し
、
こ
れ
に
対
す
る
日
本
政
府
の
要
望
方
針
を
四
点
の
文
書
に

ま
と
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
Ａ
作
業
の
第
二
稿
「
米
国
の
対
日
平
和
条
約
案
の
構

想
」（
一
〇
月
二
日
）
は
第
一
項
目
を
領
土
条
項
と
し
、
以
下
の
よ
う
な
見
通
し

を
示
し
て
い
た
。

「
琉
球
列
島
、小
笠
原
諸
島
及
び
硫
黄
島
は
、米
国
の
信
託
統
治
領
と
な
る
。も
っ

と
も
、
そ
の
態
様
及
び
地
域
的
範
囲
は
、
不
明
で
あ
る
。」）

4
（　

こ
の
予
想
に
つ
い
て
欄
外
に
は
吉
田
首
相
の
次
の
よ
う
な
記
入
が
あ
る
。

「
日
本
国
籍
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ノ
利
益
保
ゴ
ニ
付
考
フ
ヘ
キ
問
題
ナ
キ
ヤ
」）

5
（　

こ
う
し
た
批
判
を
受
け
て
修
正
さ
れ
た
Ａ
作
業
第
三
稿
「
米
国
の
対
日
平
和
条

約
案
の
構
想
に
対
応
す
る
わ
が
方
要
望
方
針
（
案
）
一
〇
月
四
日
」
は
、
領
土
条

項
に
関
す
る
日
本
側
の
要
望
内
容
を
以
下
の
よ
う
に
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
と

な
っ
た）

6
（

。

　

「
第
二
、
要
望
の
内
容

　
　

一
、
領
土
条
項

　

（
一
）
千
島
列
島
（
略
）

　

（
二
）  

琉
球
列
島
、
小
笠
原
諸
島
及
び
硫
黄
諸
島
は
、
日
本
か
ら
切
り
離
さ
れ

な
い
こ
と
。

こ
れ
は
、
今
後
長
き
に
わ
た
る
国
民
感
情
上
の
問
題
で
あ
り
、
従
つ
て
米
国

側
に
と
つ
て
も
、
政
治
的
に
重
要
な
点
と
し
て
強
く
要
望
す
る
。
米
国
の
対
日

平
和
条
約
案
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
本
土
に
米
国
軍
が
駐
屯
す
る
こ
と
と

な
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
諸
島
を
本
土
と
別
個
の
ベ
イ
シ
ス
に
お
く
必
要
は
、
何

も
な
い
。
こ
の
場
合
、
米
国
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
諸
島
の
使
用
が
是
非
共
必

要
と
あ
ら
ば
、
わ
が
方
と
し
て
は
、
十
分
に
米
国
側
の
要
望
に
沿
う
よ
う
に
す
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る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

米
国
側
で
、本
土
と
別
個
の
ベ
イ
シ
ス
に
お
く
こ
と
を
固
執
す
る
場
合
に
は
、

地
域
を
最
小
限
度
に
止
め
、
し
か
も
何
ら
か
の
方
式
に
よ
り
、
日
本
の
領
土
主

権
が
残
さ
れ
る
形
を
と
る
こ
と
を
要
望
す
る
。」

さ
ら
に
、
こ
の
部
分
に
対
す
る
注
で
は
、

　「
二
、
上
記
の
要
望
が
ど
う
し
て
も
通
ら
な
い
場
合
に
は
、
信
託
統
治
を
受
諾

す
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
地
域
を
最
小
限
度
に
限
定
し
、
左
の
い
ず
れ
か
の

方
式
を
考
慮
さ
れ
ん
こ
と
を
要
望
す
る
。

イ
、
日
本
と
米
国
が
共
に
共
同
の
施
政
権
者
と
な
る
。

ロ
、  

信
託
統
治
の
期
間
を
定
め
、
期
間
終
了
後
は
人
民
投
票
に
よ
つ
て
帰
属
を

定
め
る
。

ハ
、特
定
期
間
経
過
後
、米
国
は
施
政
権
者
と
し
て
の
権
利
を
日
本
に
引
継
ぐ
。」

（
傍
線
―
筆
者
。）

こ
こ
で
事
務
当
局
の
国
連
信
託
統
治
に
関
す
る
理
解
を
確
認
し
て
お
く
と
、

「
米
国
の
信
託
統
治
に
お
か
れ
る
と
す
れ
ば
…
わ
が
国
か
ら
分
離
さ
れ
…
自
治

又
は
独
立
に
向
う
」（「
対
米
陳
述
書
（
案
）」）

7
（

）　

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
一
〇
月
の
段
階
で
、
日
本
政
府
は
沖
縄

を
日
本
か
ら
分
離
し
な
い
と
の
方
針
の
も
と
、
信
託
統
治
を
回
避
し
て
領
土
主
権

を
確
保
す
る
こ
と
を
第
一
と
し
、
難
し
い
場
合
に
は
次
善
の
策
と
し
て
信
託
統
治

を
受
け
入
れ
る
と
共
に
日
米
が
共
同
の
施
政
権
者
と
な
る
、
あ
る
い
は
期
限
終
了

後
の
人
民
投
票
に
よ
る
帰
属
決
定
、
あ
る
い
は
施
政
権
の
返
還
を
要
請
し
た
、
と

言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
領
土
条
項
を
含
め
て
Ａ
作
業
に
対
す
る
吉
田
の
評
価
は
周
知
の
通
り

「
経
世
家
と
し
て
の
経
綸
に
乏
し
き
を
遺
憾
と
す
る
」、「
野
党
の
口
吻
の
如
し
」

等
の
書
き
込
み
）
8
（

に
示
さ
れ
た
よ
う
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
事
務
当
局
は
、
改

め
て
経
世
家
と
し
て
の
経
綸
を
大
い
に
発
揮
す
べ
く
Ｄ
作
業
に
着
手
し
た
。
一
二

月
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
業
と
並
行
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
国
務

省
の
動
向
を
伝
え
た
以
下
の
情
報
で
あ
ろ
う
。
ワ
シ
ン
ト
ン
に
派
遣
さ
れ
て
い
た

田
中
弘
人
（
管
理
局
入
国
管
理
部
第
一
課
長
）
と
倭
島
英
二
（
管
理
局
長
）
は

一
九
五
〇
年
秋
、
そ
れ
ぞ
れ
本
省
宛
に
報
告
書
を
送
っ
て
い
た
。
ま
ず
田
中
課
長

は
五
〇
年
九
月
か
ら
約
三
ヶ
月
に
わ
た
り
ワ
シ
ン
ト
ン
で
Ｊ
・
ア
リ
ソ
ン
公
使
の

も
と
対
日
講
和
に
専
念
し
て
い
た
Ｒ
・
フ
ィ
ア
リ
ー
に
接
触
し
て
い
た）

9
（

。
フ
ィ
ア

リ
ー
は
、
戦
前
の
駐
日
大
使
で
あ
っ
た
Ｊ
・
グ
ル
ー
の
も
と
で
対
日
外
交
を
担
っ

た
人
物
で
あ
る
。
既
に
一
九
五
〇
年
四
月
に
は
共
和
党
の
Ｊ
・
Ｆ
・
ダ
レ
ス
が
Ｄ
・

ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
の
顧
問
に
任
命
さ
れ
て
対
日
講
和
担
当
と
な
っ
て
お
り
、
こ

の
と
き
ダ
レ
ス
の
も
と
で
補
佐
役
と
な
っ
た
の
は
戦
前
か
ら
の
知
日
派
外
交
官
で

あ
る
ア
リ
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
田
中
課
長
が
平
和
条
約
に
つ
い
て
ア
リ
ソ
ン
公
使
を

補
佐
す
る
フ
ィ
ア
リ
ー
か
ら
得
た
情
報
は
一
〇
月
一
四
日
付
で
本
省
に
送
ら
れ
て
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い
る
。

田
中
課
長
に
よ
る
「
対
日
講
和
推
進
に
関
す
る
米
国
の
構
想
」
）
10
（

で
は
、
第
三
項

の
領
土
条
項
の
う
ち
（
ロ
）
沖
縄
、
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
た
。

「
国
連
信
託
の
線
で
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
軍
部
の
強
い
希
望
に
よ
る
。（
中
略
）

将
来
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
情
勢
が
変
化
す
れ
ば
米
国
と
し
て
い
つ
ま
で
も
こ

れ
を
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
処
分
は
国
連
の
決
定
す
べ
き
問

題
で
あ
る
。」

田
中
課
長
の
情
報
は
、
米
国
の
平
和
条
約
構
想
が
信
託
統
治
の
線
で
進
ん
で
は

い
る
も
の
の
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
国
務
省
の
積
極
的
な
支
持
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
軍
部
主
導
の
方
針
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
沖
縄
の
将
来
的
な
地
位

に
つ
い
て
は
国
連
が
関
与
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
示
唆
を
含
ん
で
い
た
。

年
末
に
は
、
倭
島
英
二
管
理
局
長
の
情
報
も
入
っ
て
来
た
。
倭
島
局
長
は
、
ア

リ
ソ
ン
公
使
、
Ｕ
・
Ａ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
Ｗ
・
オ
バ
ー
ト
ン
な
ど
の
国
務
省
担
当

者
と
会
い
、
情
報
収
集
に
努
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
に
は
既
に
ダ
レ

ス
顧
問
が
平
和
条
約
参
加
国
に
打
診
し
て
い
た
対
日
講
和
七
原
則
が
報
道
さ
れ
て

お
り
、
一
〇
月
一
四
日
に
は
ダ
レ
ス
が
正
式
発
表
前
に
七
原
則
の
存
在
を
記
者
会

見
で
認
め
て
い
た
。
そ
の
七
原
則
は
領
土
条
項
に
つ
い
て
、
琉
球
・
小
笠
原
を
信

託
統
治
と
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
倭
島
局
長
は
、
七
原
則
を
踏
ま

え
た
上
で
報
告
を
ま
と
め
「
時
局
に
関
す
る
件
」
）
11
（

（
一
二
月
二
八
日
）
と
し
て
本

省
に
送
っ
て
い
た
。
こ
の
報
告
で
倭
島
局
長
は
、

「（
前
略
）
七
項
目
中
、
領
土
の
項
に
つ
い
て
の
琉
球
及
び
小
笠
原
に
関
す
る
点

は
、
日
米
協
力
関
係
の
確
立
と
共
に
、
か
か
る
特
別
の
措
置
（
つ
ま
り
信
託
統

治
―
筆
者
）
は
不
必
要
と
な
る
べ
く
、
寧
ろ
、
か
か
る
措
置
は
日
米
関
係
の
将

来
に
汚
点
を
残
す
所
以
（
中
略
）
こ
の
点
（
信
託
統
治
）
を
ド
ロ
ッ
プ
す
る
よ

う
強
硬
に
主
張
す
べ
き
（
後
略
）」

と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
情
報
を
も
踏
ま
え
て
Ｄ
作
業
が
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
一
九
五
〇
年

一
二
月
末
の
こ
と
で
あ
る
。
一
二
月
二
八
日
、
Ｄ
作
業
の
原
案
が
吉
田
首
相
に
提

出
さ
れ
た
が
、
そ
の
添
付
資
料
「
対
日
講
和
七
原
則
に
対
す
る
所
見
」
）
12
（

は
、
領
土

に
つ
き
「
信
託
統
治
提
案
を
再
考
さ
れ
ん
こ
と
」
を
ダ
レ
ス
に
要
望
す
る
、
と
の

内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
五
一
年
一
月
、
吉
田
に
よ
る
要
請
で
「
米
国
が

沖
縄
、
小
笠
原
諸
島
の
信
託
統
治
を
固
執
す
る
場
合
の
措
置
」）
13
（

（1951.1.26

）
が

ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
文
書
で
は

　
　
「
一
、
信
託
統
治
に
期
限
を
付
す
る
こ
と
。

（
中
略
）
信
託
統
治
に
す
る
必
要
の
解
消
し
た
る
暁
に
は
合
衆
国
が
こ
れ
ら

の
諸
島
を
日
本
に
返
還
す
る
考
え
で
あ
る
と
の
保
障
を
協
定
外
の
文
書
で
取
り

付
け
ら
れ
れ
ば
、
万
全
で
あ
る
。（
後
略
）」
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と
の
要
望
が
示
さ
れ
て
い
た
。

国
務
省
は
同
年
一
月
一
一
日
、
ダ
レ
ス
顧
問
が
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
特
使
と
し

て
日
本
を
訪
問
す
る
こ
と
を
発
表
、
ダ
レ
ス
特
使
は
二
五
日
羽
田
に
到
着
し
、

二
六
日
に
は
ア
リ
ソ
ン
公
使
か
ら
議
題
表
が
吉
田
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
第

一
次
交
渉
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る）
14
（

。

こ
の
議
題
表
の
第
一
項
目
は
「
領
域
」
と
な
っ
て
お
り
、「
本
州
、
北
海
道
、

九
州
、
四
国
及
び
我
ら
が
決
定
す
る
諸
小
島
に
極
限
さ
れ
る
」
と
の
降
伏
条
項
を

ど
の
よ
う
に
履
行
す
る
か
、
な
ど
全
一
三
項
目
と
な
っ
て
い
た）
15
（

。
事
務
当
局
は
、

Ｄ
作
業
再
訂
版
を
も
と
に
対
策
を
起
草
し
、
一
月
二
九
日
の
第
一
回
吉
田
・
ダ
レ

ス
会
談
に
備
え
た
。
こ
の
対
策
文
書
が
「
わ
が
方
見
解
」
）
16
（

で
あ
る
。
翌
三
〇
日
に

は
、
松
井
明
総
理
秘
書
官
よ
り
「
わ
が
方
見
解
」
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
外
交
局
の
Ｗ
・
シ
ー

ボ
ル
ト
を
通
じ
て
ダ
レ
ス
に
交
付
さ
れ
た
。「
わ
が
方
見
解
」
は
、「
以
下
に
私
見

を
開
陳
す
る
。
エ
ス
・
ワ
イ
」
と
し
、
提
案
議
題
と
し
て
第
一
項
を
「
領
土
」
と

し
て
い
た
。
そ
の
第
一
は
、
以
下
の
通
り
と
な
っ
て
い
た
。

「
一
、
琉
球
及
び
小
笠
原
諸
島
は
、
合
衆
国
を
施
政
権
者
と
す
る
国
際
連
合
の

信
託
統
治
の
下
に
お
か
れ
る
こ
と
が
、
七
原
則
の
第
三
で
提
案
さ
れ
て
い
る
。

日
本
は
、米
国
の
軍
事
上
の
要
求
に
つ
い
て
い
か
よ
う
に
で
も
応
じ
、バ
ミ
ュ
ー

ダ
方
式
に
よ
る
租
借
を
も
辞
さ
な
い
用
意
が
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
日
米
両

国
間
の
永
遠
の
友
好
関
係
の
た
め
、
こ
の
提
案
を
再
考
さ
れ
ん
こ
と
を
切
に
望

み
た
い
。

二
、
信
託
統
治
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の

点
を
考
慮
さ
れ
る
よ
う
願
い
た
い
。

（
a
）
信
託
統
治
の
必
要
が
解
消
し
た
暁
に
は
、
こ
れ
ら
の
諸
島
を
日
本
に
返

還
さ
れ
る
よ
う
希
望
す
る
。

（
b
）
住
民
は
、
日
本
の
国
籍
を
保
有
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。（
後
略
）」

日
本
政
府
は
、第
一
次
交
渉
で
米
国
が
信
託
統
治
提
案
を
再
考
す
る
よ
う
求
め
、

信
託
統
治
の
必
要
が
解
消
し
た
暁
に
は
日
本
へ
の
返
還
を
求
め
た
上
で
住
民
の
日

本
国
籍
を
認
め
る
よ
う
求
め
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
わ
が
方
見
解
」
に
対
す

る
ダ
レ
ス
の
反
応
は
素
早
か
っ
た
。
翌
三
一
日
の
第
二
回
吉
田
・
ダ
レ
ス
会
談
で

ダ
レ
ス
は
「
わ
が
方
見
解
」
の
領
土
条
項
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト

し
た
の
で
あ
る
。

「
降
伏
条
項
で
決
定
済
み
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
持
ち
だ
さ
れ
る
こ
と
は
ア
ン

フ
ォ
ー
チ
ュ
ー
ネ
ー
ト
で
あ
る
。
セ
ッ
ト
ル
し
た
こ
と
と
し
て
考
え
て
貰
い
た

い
。」）
17
（　

つ
ま
り
、
ダ
レ
ス
は
信
託
統
治
に
つ
い
て
再
考
の
余
地
は
な
い
、
と
の
立
場
を

示
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
際
、
降
伏
条
項
に
言
及
す
る
と
い
う
厳
格
な
態
度
を

あ
え
て
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

ダ
レ
ス
の
回
答
に
接
し
た
日
本
政
府
の
対
応
は
、
信
託
統
治
の
再
検
討
を
希
望

す
る
立
場
か
ら
、
信
託
統
治
を
前
提
と
し
、
そ
の
上
で
沖
縄
住
民
の
国
籍
な
ど
に
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つ
い
て
理
解
を
求
め
る
方
向
に
微
妙
に
転
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後

の
第
二
次
交
渉
で
、
沖
縄
の
地
位
を
め
ぐ
る
日
本
政
府
の
認
識
に
は
新
た
な
傾
向

が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
第
二
次
交
渉
の
主
た
る
目
的
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
中
国

問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
従
来
、
必
ず
し
も
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
で
あ
る

が
、
第
二
次
交
渉
で
シ
ー
ボ
ル
ト
大
使
は
平
和
条
約
に
関
す
る
英
国
案
を
井
口
貞

夫
次
官
、
西
村
熊
雄
局
長
に
極
秘
で
内
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
英
国
案
は

直
ち
に
吉
田
首
相
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
英
国
案
の
領
土
条
項
を
検
討
し

て
み
よ
う
。

㈡　

第
二
次
交
渉
と
英
国
案
の
領
土
条
項

第
一
次
交
渉
後
、
ダ
レ
ス
は
帰
国
の
途
に
就
い
た
。
そ
の
後
ダ
レ
ス
は
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
平
和
会
議
参
加
国
を
歴

訪
し
、
と
り
わ
け
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
米
軍
の
沖
縄
駐
在

継
続
を
期
待
す
る
意
向
が
強
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
た）
18
（

。（
こ
れ
を
四
月
一
八
日

に
吉
田
首
相
に
伝
え
て
い
る
。）

と
こ
ろ
で
平
和
会
議
参
加
国
と
の
調
整
の
た
め
の
平
和
条
約
案
（
米
国
案
）
が

日
本
政
府
に
提
示
さ
れ
た
の
は
、
第
二
次
交
渉
に
先
立
つ
三
月
二
七
日
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
シ
ー
ボ
ル
ト
大
使
は
同
日
、
目
黒
官
邸
に
吉
田
首
相
を
訪
問
し
米
国
案

を
手
交
し
た
。
米
国
案
は
第
三
章
「
領
域
」
と
し
、
第
三
条
で
、
日
本
は
（
イ
）

朝
鮮
・
台
湾
・
澎
湖
諸
島
に
対
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
。（
ロ
）
委
任
統
治
制
度

に
関
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
、
と
し
、
続
け
て
第
四
条
で
は

「
合
衆
国
は
、
北
緯
二
九
度
以
南
の
琉
球
諸
島
（
中
略
）
を
合
衆
国
を
施
政
権

者
と
す
る
信
託
統
治
制
度
の
も
と
に
お
く
こ
と
を
国
際
連
合
に
提
案
す
る
こ
と

が
で
き
る
。（
後
略
）」）
19
（　

と
し
て
い
た
。

吉
田
首
相
は
、
同
日
、
西
村
条
約
局
長
を
官
邸
に
招
き
米
国
案
の
研
究
を
指
示

し
た
が
、
そ
の
際
、
シ
ー
ボ
ル
ト
大
使
が
「
敗
戦
国
に
た
い
し
て
連
合
国
に
た
い

す
る
と
同
よ
う
に
条
約
案
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
先
例
も
な
い
合
衆
国
の
好
意
で

あ
る
」
旨
付
言
し
た
こ
と
を
告
げ
て
い
た
、
と
い
う）
20
（

。

翌
四
月
に
入
り
、
一
三
日
に
な
っ
て
唐
突
に
ダ
レ
ス
特
使
来
日
の
情
報
が
入
っ

た
。
そ
の
た
め
、
事
務
当
局
は
ダ
レ
ス
訪
日
に
際
し
て
提
出
す
る
日
本
側
要
請
を

急
遽
ま
と
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

周
知
の
通
り
一
一
日
に
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
罷
免

さ
れ
て
お
り
、
一
六
日
に
羽
田
か
ら
帰
米
し
た
。
同
日
夕
方
、
ダ
レ
ス
特
使
が
東

京
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。
ダ
レ
ス
特
使
は
羽
田
に
到
着
し
た
翌
日
、
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
更
迭
に
も
拘
わ
ら
ず
、
平
和
条
約
締
結
に
向
け
た
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
決

意
は
変
ら
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
声
明
を
出
し
た
。
こ
こ
か
ら
第
二
次
交
渉
が
始

ま
っ
た
。
沖
縄
の
地
位
に
つ
い
て
第
二
次
交
渉
が
意
味
を
持
つ
の
は
、
沖
縄
に
対

す
る
日
本
の
主
権
を
留
保
す
る
こ
と
に
強
く
反
対
し
て
い
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥

が
帰
国
し
た
結
果
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
沖
縄
構
想
に
つ
い
て
配
慮
す
る
必
要
が
減

じ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
こ
の
第
二
次
交
渉
で
米
側
は
、
き
わ
め

て
控
え
め
で
は
あ
る
が
、
沖
縄
の
地
位
に
つ
い
て
日
本
の
主
権
を
残
す
可
能
性
を
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示
唆
す
る
動
き
を
見
せ
始
め
る
の
で
あ
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
離
日
の
翌
日
、
一
七
日
の
夕
刻
、
井
口
貞
夫
次
官
と
西
村
熊
雄

条
約
局
長
は
、
米
側
か
ら
極
秘
と
し
て
英
国
案
の
内
示
を
受
け
た
。
こ
の
動
き
に

つ
い
て
は
、
ダ
レ
ス
特
使
の
意
向
が
あ
っ
た
。
一
七
日
の
東
京
に
お
け
る
ス
タ
ッ

フ･

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
ダ
レ
ス
は
、
既
に
入
手
し
て
い
た
英
国
案
を
日
本
側
に
内

示
す
る
こ
と
、
日
本
側
に
は
コ
ピ
ー
を
取
ら
せ
ず
ノ
ー
ト
を
取
る
だ
け
と
す
る
こ

と
を
フ
ィ
ア
リ
ー
に
指
示
し
て
い
た
。
日
本
側
に
英
国
案
を
内
示
す
る
理
由
と
し

て
ダ
レ
ス
は
、
平
和
条
約
に
つ
い
て
日
本
に
責
任
を
共
有
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
そ

う
と
し
た
よ
う
で
あ
る）
21
（

。
と
こ
ろ
で
平
和
条
約
は
米
英
二
ヶ
国
に
よ
る
共
同
提
案

と
さ
れ
て
お
り
、
既
に
三
月
二
一
日
に
は
ア
リ
ソ
ン
公
使
が
訪
英
し
て
米
国
案
を

提
示
し
、
そ
の
内
容
を
協
議
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
ア
リ
ソ
ン
公
使
は
、
沖
縄

に
信
託
統
治
を
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
米
国
側
の
消
極
的
姿
勢
を
英
国
政
府
に

伝
え
て
い
た）
22
（

。
平
和
条
約
に
関
す
る
英
国
案
（
四
月
七
日
付
）
は
四
月
九
日
に
米

国
政
府
に
提
示
さ
れ
て
い
た
。
フ
ィ
ア
リ
ー
が
内
示
し
た
英
国
案
は
、
こ
の
四
月

七
日
版
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
四
月
一
七
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
外
交

局
で
日
本
側
に
英
国
案
を
内
示
し
た
フ
ィ
ア
リ
ー
は
、
日
本
側
が
英
国
案
の
内
示

を
受
け
た
こ
と
は
絶
対
に
秘
密
に
さ
れ
た
い
、
と
し
た
上
で
、
英
国
案
を
米
国
案

と
比
較
し
、
日
本
側
の
意
見
を
示
し
て
ほ
し
い
、
日
本
側
の
意
見
を
斟
酌
し
て
英

国
と
話
合
い
た
い
、
と
述
べ
た
と
言
う
）
23
（

。
英
国
案
は
、
一
〇
章
四
〇
条
か
ら
な
り

付
属
書
が
五
個
つ
い
て
い
た）
24
（

。
英
国
案
は
、
詳
細
な
技
術
的
規
定
を
含
む
大
部
の

も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
側
は
英
国
案
が
、
対
イ
タ
リ
ア
平
和
条
約
を
モ
デ
ル
と
し

戦
勝
国
の
戦
敗
国
に
た
い
す
る
平
和
条
約
で
あ
っ
た
こ
と
を
印
象
付
け
ら
れ
た
よ

う
で
あ
る）
25
（

。

英
国
案
は
、
直
ち
に
吉
田
首
相
に
伝
え
ら
れ
た
。
西
村
局
長
に
よ
る
と
、
英
国

案
は「

親
英
そ
し
て
知
英
の
人
、
吉
田
総
理
に
と
っ
て
一
つ
の
衝
撃
で
あ
っ
た
。」）
26
（　

英
国
案
は
、
第
一
章
を
「
領
域
条
項
」
と
し
第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
と
し
て

い
た
。
第
一
条
で
は
南
西
諸
島
を
北
緯
三
〇
度
で
切
り
、
第
五
条
で
は

「
琉
球
・
小
笠
原
・
硫
黄
諸
島
の
主
権
放
棄
と
信
託
統
治
の
承
認
」
）
27
（　

と
し
て
い
た
。
英
国
案
は
、
日
本
の
主
権
放
棄
と
い
う
意
味
で
信
託
統
治
を
主

張
す
る
点
で
、
米
国
案
よ
り
も
明
快
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と

で
あ
る
が
英
国
案
に
接
し
た
吉
田
首
相
は
、
そ
の
冒
頭
欄
外
に
以
下
の
よ
う
な
文

言
を
記
入
し
て
い
る
。

「
米
国
案
の
可
な
る
理
由

D
ulles

氏
の
考
の
如
く
〝
対
戦
敗
者
主
義
〞
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
を
生
ぜ
し
め
た
る

過
去
の
歴
史
に
よ
る
に
平
和
を
永
遠
な
ら
し
む
る
所
以
に
非
ら
ず
。
ま
し
て
日

本
人
の
性
格
に
考
へ
唯
々
右
系
左
系
の
極
端
論
者
の
台
頭
を
誘
起
す
る
以
外
何

等
の
益
無
し
」）
28
（　
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な
お
英
国
案
に
は
、
地
図
が
添
付
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
吉
田
首
相
は
欄
外
に
、

「
領
土
国
境
ハ
万
世
不
エ
キ
に
非
ら
ず
斯
る
地
図
を
残
す
ハ
徒
ら
に
感
情
を
シ

激
す
る
の
み
」）
29
（　

と
記
入
し
て
い
た
。
フ
ィ
ア
リ
ー
が
内
示
し
た
英
国
案
は
最
終
決
定
案
で
は
な

か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
の
英
国
案
に
つ
い
て
は
、
一
八
日
夜
、

西
村
局
長
の
他
、
安
藤
吉
光
、
藤
崎
万
里
、
高
橋
通
敏
等
が
「
英
国
の
平
和
条
約

案
に
対
す
る
わ
が
方
の
逐
条
的
見
解
に
つ
い
て
」
を
ま
と
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
文
書
で
日
本
側
は
、

「
英
国
案
は
、
前
文
に
最
も
明
瞭
に
で
て
い
る
よ
う
に
、
無
条
件
降
伏
を
し
た

敵
国
に
対
し
戦
勝
国
の
課
す
る
講
和
条
約
の
性
質
を
有
す
る
。
か
よ
う
な
条
約

は
、
必
ず
、
日
本
国
民
全
体
に
深
い
失
望
感
を
も
た
せ
、
先
日
の
ダ
レ
ス
氏
の

総
理
に
対
す
る
話
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
経
験
を
繰
り
返
え
す
こ
と

と
な
り
、
折
角
米
国
案
に
よ
つ
て
喚
起
さ
れ
た
、
連
合
国
と
相
携
え
て
国
際
の

平
和
と
安
全
の
維
持
に
寄
与
せ
ん
と
す
る
そ
の
意
欲
を
ス
ポ
イ
ル
す
る
で
あ
ろ

う
）
30
（

。（
後
略
）」

と
述
べ
て
い
た
。
続
い
て
日
本
側
は
、
原
則
と
し
て
英
国
案
で
な
く
、
す
べ
て
米

国
案
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
と
し
、
二
〇
日
に
は
こ
の
文
書
が
井
口
次

官
か
ら
シ
ー
ボ
ル
ト
大
使
に
手
交
さ
れ
た
。
翌
二
一
日
西
村
局
長
は
シ
ー
ボ
ル
ト

大
使
の
求
め
に
よ
り
外
交
局
で
会
談
、
英
国
案
の
領
土
条
項
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
な
説
明
を
行
っ
た
。
ま
ず
第
一
章
に
つ
い
て
、
西
村
は
英
国
案
の
よ
う
な
詳
細

な
規
定
は
日
本
国
民
に
領
土
の
喪
失
感
を
印
象
づ
け
る
の
で
面
白
く
な
い
、
と
述

べ
た
う
え
で
、
第
五
条
の
琉
球
に
対
す
る
日
本
の
主
権
放
棄
に
つ
い
て
、
米
国
案

が
日
本
の
主
権
放
棄
に
触
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
英
国
案
よ
り
好
ま
し
い
、
と

述
べ
た）
31
（

。

こ
の
西
村
の
発
言
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ア
リ
ー
が

「
わ
が
意
を
得
た
と
い
う
ふ
う
に
う
な
ず
い
た
の
は
、
米
案
の
ワ
ー
ジ
ン
グ
が

単
な
る
無
意
識
的
な
オ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
確
め
ら
れ
た
よ
う

に
思
え
た
。」）
32
（　

と
の
西
村
の
記
述
が
残
っ
て
い
る
。こ
の
西
村
・
フ
ィ
ア
リ
ー
会
談
と
フ
ィ
ア
リ
ー

の
態
度
は
沖
縄
の
地
位
に
関
す
る
米
国
案
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
示
唆
に
富
む
も
の

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
改
め
て
三
月
二
七
日
に
提
示
さ
れ
た
米
国
案
を
確
認
す

る
と
、
ま
ず
第
三
章
領
域
に
つ
い
て
、
日
本
が
一
切
の
権
利
を
放
棄
す
る
地
域
を

四
地
域
列
挙
し
た
。
ま
ず
朝
鮮
・
台
湾
・
澎
湖
諸
島
、
次
に
委
任
統
治
制
度
下
の

地
域
、
さ
ら
に
南
極
地
域
、
最
後
に
太
平
洋
諸
島
の
四
地
域
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四

地
域
の
な
か
に
は
、
北
緯
二
九
度
以
南
の
琉
球
諸
島
、
小
笠
原
諸
島
等
が
含
ま
れ

て
い
な
い
。
西
村
局
長
が
言
う
「
米
案
の
ワ
ー
ジ
ン
グ
が
単
な
る
無
意
識
的
な
オ

ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
は
、
米
国
案
が
北
緯
二
九
度
以
南
の
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琉
球
諸
島
等
に
対
す
る
日
本
の
主
権
放
棄
を
明
記
し
な
か
っ
た
の
は
、
単
な
る
不

注
意
に
よ
る
脱
落
・
遺
漏
で
は
な
い
、
と
の
理
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
解
は
、
そ

の
後
、
平
和
会
議
直
前
の
吉
田
首
相
に
よ
る
国
会
演
説
原
稿
を
め
ぐ
る
折
衝
の
中

で
具
体
化
し
、「
残
存
主
権
」
の
考
え
方
に
織
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
日
本
の
主
権
を
残
す
、
と
い
う
ダ
レ
ス
特
使
及
び
国
務
省
の
構
想
に

は
障
害
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
平
和
会
議
参
加
国
の
な
か
の
英
連
邦
諸
国
の

存
在
で
あ
り
、
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
る
英
国
案
へ
の
強
い
支
持
で

あ
る
。
六
月
一
日
付
で
示
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
平
和
条
約
に
お
け
る
領

土
条
項
に
関
す
る
意
見
は
、

「
日
本
が
保
有
す
る
領
土
は
、
英
国
案
第
一
条
が
規
定
す
る
と
お
り
、
北
緯

三
〇
度
で
厳
密
に
境
界
線
を
引
く
べ
き
で
あ
る
。
日
本
は
（
略
）
琉
球
、
小
笠

原
、
火
山
列
島
、
硫
黄
島
に
対
す
る
主
権
を
放
棄
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。」）
33
（　

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
見
解
に
対
し
て
、
国
務
省

の
コ
メ
ン
ト
は
、

「（
こ
れ
ら
の
諸
島
に
―
筆
者
注
）
日
本
の
名
目
的
主
権
（n

om
in
al 

sovereignty

）
を
残
す
こ
と
は
、
琉
球
の
喪
失
に
対
す
る
日
本
人
の
強
い
感

情
を
考
え
る
と
、
利
点
の
あ
る
方
法
で
あ
る
。」）
34
（　

と
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ダ
レ
ス
特
使
と
国
務
省
内
に
は
、
日
本
の
沖
縄
に
対

す
る
主
権
を
完
全
に
放
棄
さ
せ
る
こ
と
は
、
米
国
に
と
っ
て
決
し
て
有
利
で
は
な

い
、
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
よ

る
英
国
案
支
持
に
対
し
、
こ
れ
を
説
得
す
る
過
程
で
国
務
省
に
「
名
目
的
主
権
」

と
い
う
概
念
が
生
じ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
展
開
の
な
か
で
次
第
に
具
体
化
し
、

日
本
政
府
の
対
応
の
な
か
で
「
残
存
主
権
」
と
い
う
概
念
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
。

六
月
に
入
り
四
日
な
い
し
一
四
日
、
ロ
ン
ド
ン
で
平
和
条
約
に
関
す
る
米
英
会

談
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
モ
リ
ソ
ン
英
外
相
は
、
沖
縄
の
地
位
に
つ
い
て
は
米
国

案
を
尊
重
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
た）
35
（

。
こ
れ
を
受
け
て
ロ
ン
ド
ン
会
談
で

は
米
英
最
終
案
が
作
成
さ
れ
、
ア
リ
ソ
ン
公
使
は
最
終
案
の
説
明
の
た
め
東
京
へ

立
寄
っ
た）
36
（

。
こ
の
最
終
案
で
米
国
案
（
三
月
二
七
日
付
）
第
三
条
は
最
終
案
第
二

条
に
、
米
国
案
第
四
条
は
最
終
案
第
三
条
と
な
っ
て
お
り
、
沖
縄
を
含
む
南
西
諸

島
、
南
方
諸
島
に
関
す
る
規
定
は
第
三
条
で
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
第
三
次

交
渉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
六
月
二
八
日
の
吉
田
・
ア
リ
ソ
ン
会
談
で
吉
田
首
相

は「
信
託
統
治
に
付
せ
ら
れ
る
諸
島
の
住
民
は
、
是
非
と
も
、
依
然
日
本
人
と
し

て
取
り
扱
い
た
く
、
又
、
日
本
と
の
経
済
そ
の
他
諸
般
の
関
係
も
そ
の
ま
ま
持

続
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
。
こ
れ
は
日
本
の
悲
願
で
あ
る
。
ご
考
慮
を
え
た
い
。」）
37
（　

と
述
べ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
リ
ソ
ン
は
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「
そ
れ
ら
の
点
は
、
ま
だ
、
十
分
に
考
究
さ
れ
て
い
な
い
。
決
定
も
さ
れ
て
い

な
い
。
日
本
側
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
は
よ
ろ
こ
ん
で
考
え
て
み
た
い
。」）
38
（　

と
回
答
し
た
。
吉
田
は
前
日
二
七
日
に
井
口
次
官
に
「
信
託
統
治
地
域
に
お
け
る

日
本
人
の
国
籍
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
く
れ
」
と
の
趣
旨
を
ア
リ
ソ
ン
公
使

に
書
き
物
と
し
て
渡
し
て
お
き
た
い
と
述
べ
、
こ
れ
を
受
け
て
事
務
当
局
は
、

二
八
日
朝
、
首
相
に
英
文
を
差
し
出
し
た
。
こ
の
文
書
は
「
信
託
統
治
下
に
置
か

れ
る
べ
き
諸
島
に
つ
い
て）
39
（

」（
一
九
五
一
、
六
、
二
八
）
と
な
っ
て
お
り
「
平
和

条
約
案
に
定
め
ら
れ
て
い
る
原
則
に
修
正
を
要
請
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
い
。」

と
断
っ
た
上
で
、

「
南
西
諸
島
、
小
笠
原
諸
島
そ
の
他
の
諸
島
は
、（
中
略
）
第
二
次
大
戦
後
信
託

統
治
の
下
に
置
か
れ
た
他
地
域
と
根
本
的
に
異
る
性
格
を
有
し
て
い
る
。
故
に

合
衆
国
に
お
い
て
右
の
諸
島
に
信
託
統
治
制
を
適
用
さ
れ
る
に
あ
た
つ
て
は
、

こ
の
特
殊
性
を
念
頭
に
置
か
れ
て
、
次
に
要
請
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
の
実

現
を
将
来
に
わ
た
つ
て
封
ず
る
よ
う
な
規
定
が
信
託
統
治
条
項
を
含
む
基
本
的

な
関
係
諸
文
書
に
含
ま
れ
な
い
よ
う
考
慮
さ
れ
た
い
。

（
一
）
住
民
の
ス
テ
イ
タ
ス

現
に
、
当
該
諸
島
に
住
所
を
有
す
る
者
の
数
は
、
約
九
十
万
に
達
す
る
。
こ
れ

ら
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、
日
本
国
籍
の
保
有
を
欲
し
て
お
る
。
故
に
、
日
本

は
こ
れ
ら
の
人
々
を
日
本
人
と
し
て
取
扱
つ
て
行
き
た
い
。（
後
略
）」

と
述
べ
て
い
た
。

そ
の
後
七
月
二
日
、
井
口
次
官
と
西
村
局
長
は
ア
リ
ソ
ン
公
使
、
シ
ー
ボ
ル
ト

大
使
、
フ
ィ
ン
書
記
官
と
会
談
、
漁
業
、
船
舶
な
ど
条
約
案
に
関
す
る
案
件
で
折

衝
し
、
加
え
て
信
託
統
治
に
関
す
る
要
望
（
上
記
文
書
）
を
渡
し
た
と
こ
ろ
、
先

方
は
研
究
し
よ
う
と
回
答
し
た
、
と
い
う）
40
（

。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
検
討
し
た
英
国
案
の
存
在
は
先
行
研
究
の
な
か
で
既
に
言

及
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
英
国
案
を
フ
ィ
ア
リ
ー
が
井
口
次
官
、
西
村
局
長
に

極
秘
で
内
示
し
た
事
実
、
さ
ら
に
、
そ
の
際
、
フ
ィ
ア
リ
ー
が
示
し
た
態
度
は
従

来
の
研
究
で
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
英
国
案
の
提

示
と
米
国
案
と
の
比
較
、
と
い
う
四
月
の
段
階
に
お
け
る
経
緯
及
び
、
そ
の
後
の

第
三
次
交
渉
（
六
月
）
の
経
緯
は
、
平
和
会
議
に
お
け
る
沖
縄
の
地
位
に
関
す
る

日
本
政
府
の
対
応
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の

時
期
以
降
、
平
和
条
約
で
米
国
が
沖
縄
を
含
む
南
西
諸
島
、
南
方
諸
島
の
主
権
を

日
本
に
残
す
意
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
認
識
が
日
本
政
府
内
で
次
第

に
強
ま
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
主
権
を
日
本
に
残

す
、
と
す
る
に
際
し
て
そ
の
主
権
に
ど
の
よ
う
な
表
現
を
与
え
る
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
六
月
頃
か
ら
ダ
レ
ス
特
使
が
、
日
本
の

主
権
を
残
す
場
合
、
ど
の
よ
う
な
方
式
を
採
る
か
、
に
つ
い
て
米
国
政
府
内
で
検

討
を
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
ダ
レ
ス
特
使
は
ア
メ
リ
カ
政
府
内
の
協
議
の
な
か

で
沖
縄
に
対
す
る
日
本
の
主
権
を
「
潜
在
主
権
」
と
表
現
す
る
方
式
に
言
及
し
て

い
た）
41
（

。
と
こ
ろ
で
、
ダ
レ
ス
特
使
の
沖
縄
に
関
す
る
認
識
を
検
討
す
る
際
、
先
に
触
れ
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た
一
月
三
一
日
の
対
日
回
答
と
は
異
な
る
側
面
も
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
ダ
レ
ス
は
同
日
、
米
国
政
府
内
の
ス
タ
ッ
フ･

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

で
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
米
国
は
自
国
か
ら
何
千
マ
イ
ル
も
離
れ
た
と
こ
ろ
で
百
万
に
近
い
異
民
族
に

対
す
る
責
任
を
軽
々
し
く
引
き
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
も
う
一
つ
の
プ

エ
ル
ト
リ
コ
を
望
ま
な
い
。」）
42
（　

つ
ま
り
ダ
レ
ス
は
信
託
統
治
の
実
施
に
よ
っ
て
沖
縄
を
日
本
か
ら
分
離
し
、
米

国
が
そ
の
責
任
を
持
つ
事
に
つ
い
て
極
め
て
慎
重
な
考
え
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
点
は
ア
リ
ソ
ン
公
使
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
三
月
に
米
英
交
渉
の
た
め

ロ
ン
ド
ン
を
訪
問
し
た
際
、
ア
リ
ソ
ン
は

「（
沖
縄
の
）
信
託
統
治
は
頭
痛
の
種
で
あ
る
と
考
え
る
。」）
43
（　

と
述
べ
、
将
来
、
日
本
に
返
還
す
る
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い
た
。
総
じ
て
、
米

国
政
府
・
国
務
省
担
当
者
の
間
に
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
社
会
が
異
民
族
支

配
に
対
す
る
批
判
を
強
め
、
反
植
民
地
主
義
を
高
く
掲
げ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ

い
て
明
確
な
予
測
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
米
国
の
沖
縄
統
治
は
、
事

実
上
、
植
民
地
支
配
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
実
は
重
い
負
担
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
ダ
レ
ス
特
使
が
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
、
沖
縄

に
対
す
る
日
本
の
主
権
に
つ
い
て
「
潜
在
主
権
」
と
い
う
概
念
を
提
起
す
る
の
は
、

六
月
二
七
日
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
平
和
条
約
に
関
す
る
ス
タ
ッ
フ･

ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
の
席
上
、
ダ
レ
ス
は
琉
球
諸
島
に
対
す
る
排
他
的
戦
略
的
支
配
は
潜
在
主
権

と
両
立
す
る
、
と
の
考
え
を
示
し
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る）
44
（

。
他
方
で
、
や
や
遅
れ

て
八
月
頃
か
ら
は
、
日
本
政
府
内
に
も
沖
縄
に
対
す
る
日
本
の
主
権
に
「
残
存
主

権
」
と
い
う
表
現
を
充
て
る
、
と
い
う
立
場
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。

二　

平
和
会
議
と
そ
の
後

㈠　
「
残
存
主
権
」
を
め
ぐ
る
折
衝
（
八
月
）
と
平
和
会
議

八
月
一
六
日
、
予
定
よ
り
も
や
や
遅
れ
て
平
和
条
約
最
終
案
が
公
表
さ
れ
た
。

こ
れ
に
先
だ
っ
て
外
交
局
の
シ
ー
ボ
ル
ト
大
使
を
介
し
、
日
本
政
府
と
ダ
レ
ス
特

使
と
の
間
で
、
南
西
諸
島･

南
方
諸
島
に
関
す
る
条
約
第
三
条
の
解
釈
、
第
一
一

臨
時
国
会
に
お
け
る
吉
田
首
相
の
報
告
演
説
案
等
に
関
す
る
折
衝
が
あ
っ
た
。
こ

の
折
衝
は
、
そ
の
後
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
を
考
え
る
際
に
注
目
す
べ
き
も

の
が
あ
る
。
先
に
触
れ
た
通
り
、
こ
の
会
議
で
ダ
レ
ス
全
権
は
第
三
条
で
規
定
し

た
地
域
に
対
す
る
「
日
本
の
潜
在
主
権
を
残
す
」
と
発
言
し
た
。
同
時
に
、
吉
田

首
相
は
受
諾
演
説
で
「
日
本
の
主
権
は
残
さ
れ
て
い
る
」
と
の
表
現
で
、
第
三
条

に
対
す
る
解
釈
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
つ
ま
り
平
和
会
議
で
言
及
さ
れ
た
一
連

の
「
残
存
主
権
」
な
い
し
「
主
権
は
残
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
方
以
前
に
、

八
月
の
折
衝
の
な
か
で
日
本
政
府
内
に
も
「
残
存
主
権
」
の
概
念
が
生
じ
て
い
た

こ
と
が
解
る
。
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そ
の
契
機
は
、
ま
ず
八
月
四
日
の
井
口
次
官
と
シ
ー
ボ
ル
ト
大
使
の
会
談
で

あ
っ
た
。
西
村
局
長
の
備
忘
録
に
よ
る
と
、
シ
ー
ボ
ル
ト
大
使
は
ダ
レ
ス
特
使
か

ら
日
本
国
内
の
反
応
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
苦
言
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い

た
。
ダ
レ
ス
は
、
条
約
案
に
対
す
る
日
本
国
内
の
反
対
に
つ
い
て
遺
憾
と
し
、
そ

の
上
で

「
沖
縄
に
つ
い
て
も
総
理
の
意
を
汲
ん
で
「
日
本
の
主
権
を
放
棄
さ
し
て
い
な

い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
反
対
の
声
を
立
て
る
向
が
あ
る
の
が
心
外
で
あ
る
。
日

本
の
要
請
に
つ
い
て
は
署
名
と
実
施
と
の
間
に
人
を
現
地
に
派
し
て
実
情
と
照

し
て
研
究
さ
し
た
い
。」）
45
（　

と
述
べ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
シ
ー
ボ
ル
ト
か
ら
井
口
次
官
に
伝
え
ら
れ
た
。

シ
ー
ボ
ル
ト
大
使
が
伝
え
た
ダ
レ
ス
発
言
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
沖
縄
に
つ
い

て
「
日
本
の
主
権
を
放
棄
さ
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
た
部
分
と
「
署
名
と
実
施
と

の
間
に
…
…
研
究
さ
し
た
い
」、
と
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
第
三
条
が
、
沖
縄
等

の
地
域
に
対
す
る
日
本
の
主
権
を
放
棄
さ
せ
て
い
な
い
、
と
い
う
認
識
は
、
四
月

の
段
階
で
極
秘
に
英
国
案
の
内
示
を
受
け
た
際
、
フ
ィ
ア
リ
ー
の
態
度
に
よ
っ
て

日
本
政
府
が
印
象
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
米
国
案
と
英
国
案
の
沖

縄
に
関
す
る
規
定
を
比
較
す
る
と
、
米
国
案
に
は
沖
縄
の
主
権
に
関
す
る
規
定
が

な
く
、
従
っ
て
、
沖
縄
の
主
権
を
日
本
が
放
棄
す
る
、
と
い
う
規
定
も
存
在
し
な

か
っ
た
。
米
国
政
府
が
沖
縄
に
対
す
る
日
本
の
主
権
を
残
す
方
針
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
吉
田
首
相
、
井
口
次
官
、
西
村
局
長
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
政
府
首
脳
が
、

い
つ
、
ど
の
よ
う
に
明
確
な
認
識
を
持
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
四
月

に
内
示
さ
れ
た
英
国
案
と
米
国
案
と
の
比
較
、
六
月
の
米
英
会
談
を
経
て
、
八
月

の
最
終
案
決
定
直
前
に
伝
え
ら
れ
た
ダ
レ
ス
の
苦
言
の
中
に
、
改
め
て
沖
縄
に
対

す
る
「
日
本
の
主
権
を
放
棄
さ
し
て
い
な
い
」
と
い
う
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
は
日

本
政
府
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て

ダ
レ
ス
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
に
お
け
る
条
約
署
名
と
、
そ
の
後
の
批
准
ま

で
の
期
間
に
、
現
地
調
査
を
含
む
何
ら
か
の
対
応
を
考
え
て
い
た
可
能
性
も
示
唆

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
外
務
省
は
、
既
に
七
月
下
旬
か
ら
、
第
一
一
臨
時
国
会
に
お
け
る
吉

田
首
相
の
報
告
演
説
原
稿
の
起
草
に
着
手
し
て
い
た
。
こ
の
首
相
演
説
は
、
ダ
レ

ス
と
の
確
認
を
取
り
つ
け
た
上
で
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
ダ
レ
ス
の
苦
言
を
受

け
た
八
月
七
日
、
事
務
当
局
が
用
意
し
た
演
説
原
稿
の
第
二
案
に
は
以
下
の
よ
う

な
表
現
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
第
二
案
は
、「
最
近
と
く
に
国
民
の
関
心
の
ま

と
と
な
っ
た
二
、三
の
問
題
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
た
い
」
と
し
、

「
第
二
条
の
分
に
つ
い
て
は
、
日
本
は
す
べ
て
の
権
利
・
権
原
お
よ
び
利
益
を

放
棄
す
る
と
あ
る
。
南
西
諸
島
等
に
関
す
る
第
三
条
に
は
、
そ
う
い
う
文
句
が

な
い
。
こ
の
第
二
条
と
第
三
条
と
の
間
の
表
現
の
相
違
は
、
意
味
の
な
い
も
の

で
な
い
。」）
46
（　

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
翌
八
日
、
西
村
局
長
は
外
交
局
に
Ｒ
・
フ
ィ
ン
書
記

官
を
訪
問
し
、
国
会
演
説
の
第
三
条
に
関
す
る
部
分
の
説
明
案
を
二
種
類
、
提
示
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し
た
。
説
明
案
の
英
文
は
、第
三
条
地
域
と
日
本
の
主
権
に
つ
い
て
「
強
い
方
式
」

案
と
、
そ
う
で
な
い
方
式
案
の
二
案
を
併
記
し
て
い
る
。
説
明
文
は
、

「,,

… It leaves room
 for us to hope that som

e practicable 

arrangem
ents m

ight be w
orked out to m

eet the desires of the 

inhabitants of these islands. ,,

ま
た
は
、

,,to hope that these islands m
ight continue to be treated as if  they 

rem
ained under the sovereignty of Japan 

…. ,,

（
イ
タ
リ
ッ
ク
―
筆
者
）」)47

(　

 

と
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
「as if they rem

ained under the sovereignty of 

Japan

」
と
い
う
文
言
を
含
む
文
案
が
「
強
い
方
式
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
を

併
記
し
た
文
書
が
フ
ィ
ン
書
記
官
宛
に
手
交
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
翌
九
日
、
フ
ィ

ン
か
ら
の
電
話
で
、
外
交
局
は
「
強
い
方
式
」
案
を
含
む
文
案
を
選
択
し
て
ワ
シ

ン
ト
ン
に
電
報
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た）

48
（

。
上
記
英
文
で
示
し
た
通
り
、
条
約
局

に
よ
る
「
強
い
方
式
」
案
に
は
「
こ
れ
ら
の
地
域
が
日
本
の
主
権
の
も
と
に
残
る
」

と
い
う
趣
旨
の
文
言
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
外
交
局
は
、
こ
の
案
を
ワ
シ

ン
ト
ン
に
送
っ
た
上
で
ダ
レ
ス
に
照
会
し
て
い
た
。
こ
の
電
報
が
ワ
シ
ン
ト
ン
に

送
ら
れ
た
翌
一
〇
日
、
シ
ー
ボ
ル
ト
大
使
か
ら
井
口
次
官
宛
に
以
下
の
よ
う
な
先

方
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
が
文
書
で
伝
え
ら
れ
た）

49
（

。
こ
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
は
前
日

九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
宛
に
送
ら
れ
た
外
交
局
の
電
報
に
対
す
る
ダ
レ
ス
特
使
の
サ

ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
み
て
よ
い
。
こ
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
の
該
当
部
分
に
は
、
以
下

の
文
言
が
あ
っ
た
。

」

,,
…that residual Japanese sovereignty rem

ains

…,,

（
イ
タ
リ
ッ
ク
―

筆
者
）
）
50
（

」

外
交
局
を
介
し
て
伝
え
ら
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
を
受
け
て
、

八
月
一
一
日
に
は
、
事
務
当
局
に
よ
る
首
相
演
説
原
稿
の
第
四
次
案
が
ま
と
め
ら

れ
、
こ
こ
に
一
〇
日
付
の
ダ
レ
ス
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た

の
で
あ
る
。

か
く
て
、
八
月
一
六
日
、
第
一
一
臨
時
国
会
の
吉
田
首
相
の
演
説
は
、
ま
ず
降

伏
文
書
の
受
諾
を
確
認
し
た
上
で
、
平
和
条
約
第
二
条
と
第
三
条
と
の
相
違
を
、

日
本
の
主
権
の
放
棄
に
関
し
説
明
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
説
明
の
中
に
は
、

以
下
の
部
分
が
含
ま
れ
て
い
た
。

「（
第
二
条
と
比
較
し
て
―
筆
者
）
第
三
条
の
字
句
は
、
そ
の
他
の
わ
が
主
権
が

残
存
す
る
（
傍
線
―
筆
者
）
と
い
う
点
に
お
い
て
、
無
意
味
な
も
の
と
は
思
わ

れ
な
い
。」)51

(　

こ
の
部
分
に
は
、
一
〇
日
に
日
本
政
府
に
伝
え
ら
れ
た
ダ
レ
ス
の
サ
ジ
ェ
ッ

シ
ョ
ン
が
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

九
月
四
日
か
ら
始
ま
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
で
は
、
五
日
午
後
の
第
二
回

全
体
会
議
で
米
・
英
・
ソ
の
全
権
に
よ
る
演
説
が
行
わ
れ
た
。
周
知
の
通
り
ダ
レ
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ス
全
権
の
演
説
は
、
第
三
条
に
つ
い
て
、

「
日
本
は
合
衆
国
の
た
め
に
南
西
諸
島
の
主
権
を
放
棄
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る

連
合
国
も
あ
っ
た
。
日
本
に
返
還
す
べ
し
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
で
、
合
衆

国
は
日
本
に
潜
在
主
権
を
残
す
と
同
時
に
合
衆
国
を
施
政
権
者
と
す
る
信
託
統

治
の
も
と
に
置
き
う
る
よ
う
に
す
る
の
が
最
善
の
方
式
と
思
っ
た
。」）
52
（　

と
述
べ
て
い
た
。
続
い
て
ケ
ネ
ス
・
ヤ
ン
ガ
ー
英
国
全
権
は
、

「
琉
球
諸
島
と
小
笠
原
諸
島
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
諸
島
を
日
本
の
主
権
か
ら

切
り
離
さ
な
い
。」

と
し
、

「（
こ
れ
ら
の
島
々
は
）
日
本
の
主
権
の
も
と
に
残
る
。」）
53
（　

と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
七
日
夜
の
第
八
回
全
体
会
議
で
行
わ
れ
た
吉
田
首
相
の
受
諾
演

説
は
「（
中
略
）
北
緯
二
九
度
以
南
の
諸
島
の
主
権
が
日
本
に
残
さ
れ
る
」）
54
（

と
の

米
国
全
権
、
英
国
全
権
の
発
言
を
諒
承
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
八
月
か

ら
九
月
に
か
け
て
の
一
連
の
折
衝
を
見
る
と
、
沖
縄
の
地
位
に
関
す
る
日
米
間
の

諒
解
は
「
日
本
の
主
権
を
残
す
」
と
い
う
考
え
方
に
収
斂
し
、
こ
れ
に
「
残
存
主

権
」
と
い
う
表
現
を
与
え
る
こ
と
で
暗
黙
裏
に
合
意
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

㈡　

一
二
月
の
交
渉
と
そ
の
後

平
和
条
約
が
一
一
月
一
八
日
国
会
を
通
過
し
、
同
日
批
准
と
な
っ
た
後
、
二
九

日
、
ダ
レ
ス
顧
問
は
一
二
月
に
東
京
を
訪
問
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ

た
。
こ
の
訪
問
の
関
心
は
主
と
し
て
中
国
問
題
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
日
本
側
は

中
国
問
題
だ
け
で
な
く
重
大
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
諸
問
題
に
つ
い
て
要
望
を

伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
。そ
う
し
た
諸
問
題
の
一
つ
は
、南
西
諸
島
の
地
位
で
あ
っ

た
。一
二
月
一
三
日
の
吉
田
・
ダ
レ
ス
会
談
で
は
南
西
諸
島
に
関
す
る
資
料
が
シ
ー

ボ
ル
ト
大
使
を
経
由
し
て
ダ
レ
ス
に
伝
え
ら
れ
た
。
資
料
は
一
二
月
一
〇
日
付
の

第
二
次
案
「
南
方
諸
島
に
関
す
る
「
実
際
的
な
措
置
」
に
つ
い
て
」）
55
（

で
あ
る
。
こ

の
文
書
は
、
平
和
条
約
第
三
条
の
諸
島
を
「
南
方
諸
島
」
と
し
、
以
下
の
よ
う
に

要
請
し
て
い
た
。

「
米
国
政
府
の
了
解
を
え
て
、
本
年
八
月
の
第
一
一
国
会
に
お
い
て
、
私
は
、

次
の
と
お
り
声
明
し
た
。

「（
中
略
）
平
和
条
約
第
三
条
の
諸
島
（
以
下
「
南
方
諸
島
」
と
い
う
）
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
第
一
二
国
会
に
お
け
る
平
和
条
約
の
審
議
に
際
し
て
も
、
強
い

関
心
が
示
さ
れ
た
。（
中
略
）
次
の
よ
う
な
措
置
に
つ
い
て
好
意
あ
る
考
慮
を

わ
ず
ら
わ
し
た
い
。

一
．
米
国
は
、
南
方
諸
島
が
日
本
の
主
権
の
下
に
残
り
、
従
つ
て
住
民
の
国
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籍
に
変
更
な
き
こ
と
を
確
認
す
る
。

二
．
米
国
は
、
日
本
本
土
と
南
方
諸
島
間
の
従
前
の
関
係
を
軍
事
上
の
必
要

な
き
限
り
回
復
さ
せ
る
こ
と
を
容
認
し
、
特
に
、
次
の
諸
項
に
つ
い
て
は
、
南

方
諸
島
が
日
本
国
の
一
部
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
を
承
認
す
る
。

移
住
、
旅
行
、
交
易
（
関
税
を
課
さ
な
い
）、
資
金
の
交
流
、
漁
業
、

日
本
円
を
南
方
諸
島
の
法
貨
と
す
る
。

（
注
）
こ
の
た
め
に
は
、
す
み
や
か
に
準
備
的
措
置
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
．
米
国
は
日
本
が
第
三
国
と
締
結
す
る
経
済
、
社
会
及
び
文
化
上
の
条
約

に
お
い
て
南
方
諸
島
を
日
本
領
土
の
一
部
と
し
て
取
扱
う
こ
と
を
認
め
る
。（
後

略
）」

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
実
際
的
措
置
」
が
ダ
レ
ス
に
手
交
さ
れ
た
の
ち
、
沖
縄
の

地
位
に
関
す
る
日
米
間
の
折
衝
は
進
捗
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
翌
一
九
五
二

年
四
月
二
五
日
、
平
和
条
約
発
効
の
直
前
に
な
っ
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
送
ら
れ
た

外
務
省
ア
ジ
ア
局
第
五
課
長
作
成
の
文
書
「
沖
縄
、
小
笠
原
等
に
関
す
る
件
」
）
56
（

は

「（
一
）
南
西
諸
島
」
に
つ
い
て
、以
下
の
点
を
懸
案
事
項
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
地
域
の
法
的
地
位
の
内
容
が
、
条
約
発
効
を
目
前
に
し
て
も
な
お
、
不
明

確
な
ま
ま
で
あ
る
、
と
の
指
摘
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
書
で
は
南
西
諸
島
の
法
的
地

位
に
つ
い
て
、

「
日
本
が
残
余
主
権
（residual sovereignty

）
を
許
さ
れ
て
い
る
が
、（
中
略
）

具
体
的
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
。」

「
南
西
諸
島
の
住
民
の
国
籍
と
外
交
的
保
護
に
つ
い
て
は
、
住
民
が
依
然
と
し

て
日
本
の
国
籍
を
保
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。」

と
な
っ
て
お
り
、「
残
存
主
権
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
平
和
会
議
以
後
の
進

展
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
な
お
同
年
一
一
月
四
日
に
は
、
米
国
大
統
領
選

挙
の
結
果
、
共
和
党
の
Ｄ
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
候
補
の
勝
利
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
平
和
条
約
交
渉
の
際
、
沖
縄
の
地
位
に
関
す
る
日
本
側
の
要
望
を
熟
知
し

て
い
た
ダ
レ
ス
特
使
が
新
政
権
で
国
務
長
官
に
就
任
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
た
。

翌
一
九
五
三
年
二
月
二
五
日
、
新
国
務
長
官
に
就
任
し
た
ダ
レ
ス
の
談
話
は
、

ワ
シ
ン
ト
ン
の
新
木
栄
吉
駐
米
大
使
か
ら
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
。

「
沖
縄
・
小
笠
原
問
題
で
は
軍
側
と
の
話
合
い
が
特
別
の
進
捗
を
み
た
訳
で
は

な
い
が
今
後
自
分
は
（
中
略
）
飽
迄
努
力
す
る
積
り
で
あ
る
。」）
57
（　

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
、
日
本
国
内
の
事
情
は
急
変
す
る
。

二
月
二
八
日
、
吉
田
首
相
に
よ
る
衆
院
予
算
委
員
会
で
の
失
言
を
機
に
、
国
会
解

散･

総
選
挙
と
な
り
、
与
党
自
由
党
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
選

挙
戦
中
の
四
月
二
日
、
大
磯
で
吉
田
首
相
は
Ｒ
・
マ
ー
フ
ィ
ー
駐
日
大
使
と
Ｗ
・

ク
ラ
ー
ク
大
将
を
招
い
た
席
上
、
英
文
の
書
翰
を
手
交
し
て
い
た）
58
（

。
こ
の
書
翰
に

つ
い
て
は
四
月
一
一
日
に
奥
村
勝
蔵
次
官
が
タ
ー
ナ
ー
公
使
に
伝
え
て
い
た
が
、

奥
村
次
官
は
「
南
西
諸
島
の
行
政
権
返
還
に
つ
い
て
総
理
が
特
に
熱
心
で
あ
る
」
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と
述
べ
て
い
た）
59
（

。
奥
村
次
官
は
「
南
西
諸
島
行
政
権
返
還
問
題
」
を
ま
と
め
、
暫

定
的
措
置
と
し
て
南
西
諸
島
を
日
本
が
治
め
る
が
、米
国
が
軍
事
的
監
督
を
行
う
、

と
し
て
は
ど
う
か
、と
の
私
見
を
示
し
て
い
る
。四
月
二
日
付
吉
田
の
書
翰
は
タ
ー

ナ
ー
公
使
に
よ
る
と
本
国
へ
電
報
で
送
ら
れ
て
お
り
、
新
木
大
使
が
こ
の
書
翰
に

つ
い
て
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
次
官
補
と
会
見
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

他
方
で
吉
田
首
相
は
、
四
月
九
日
に
、
四
月
二
日
の
書
翰
の
趣
旨
を
自
ら
「
南

西
諸
島
問
題
に
関
す
る
件
」
と
い
う
文
書
に
ま
と
め
、
新
木
大
使
宛
電
報
で
伝
え

る
よ
う
指
示
し
て
い
た）
60
（

。
吉
田
は
選
挙
戦
を
意
識
し
、
こ
こ
両
三
日
中
に
米
国
政

府
に
よ
る
回
答
も
し
く
は
声
明
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、
選
挙
に
お
い
て
与
党
自

由
党
有
利
に
展
開
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
奥
村
次
官
は
、
九
日
の
文
書
に
つ
い
て

マ
ー
フ
ィ
ー
大
使
は
、
国
務
省
は
同
情
的
で
あ
る
が
、
統
合
参
謀
本
部
を
説
得
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
の
趣
旨
で
対
応
し
た
、
と
伝
え
て
い
た
。
こ
こ
で
は
日
本
政
府
が

特
に
期
待
し
て
い
る
の
が
「
南
西
諸
島
（
殊
に
奄
美
大
島
）
に
対
す
る
行
政
の
返

還
」
で
あ
る
、
と
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
書
翰
に
対
す
る
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
次
官
補
か
ら
武
内
龍
次
公
使
へ
の
回
答

は
、「

南
西
諸
島
の
問
題
は
軍
事
上
の
理
由
か
ら
困
難
が
あ
り
、
こ
の
と
こ
ろ
一
週

間
位
の
短
時
日
で
は
到
底
申
出
の
よ
う
な
ラ
イ
ン
の
決
定
に
漕
ぎ
つ
け
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。」）
61
（　

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知
の
通
り
、
同
年
八
月
に
は
ダ
レ
ス
長
官
に
よ
り
奄

美
大
島
返
還
が
公
表
さ
れ
、
一
二
月
に
は
返
還
協
定
調
印
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

同
時
に
沖
縄
に
関
す
る
声
明
が
発
表
さ
れ
、「
極
東
に
脅
威
と
緊
張
が
あ
る
限
り
」

米
国
が
沖
縄
を
保
有
す
る
方
針
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
沖
縄
に
対
す
る
日
本
の
主
権
は
残
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
理
解
は
、
少
な
く

と
も
平
和
条
約
締
結
交
渉
時
に
あ
っ
て
は
、
ダ
レ
ス
と
吉
田
の
間
で
共
有
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
一
次
交
渉
に
先
立
つ
一
九
五
一
年
一
月
、
吉
田

は
外
務
省
を
通
す
こ
と
な
く
、
直
接
、
シ
ー
ボ
ル
ト
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
伝
え

て
い
た
。

「
琉
球
諸
島
に
つ
い
て
日
本
国
民
は
た
と
え
ど
ん
な
に
希
薄
（tenuous

）
な
も

の
で
あ
っ
て
も
、
主
権
の
痕
跡
（som

e vestige

）
を
残
す
こ
と
を
希
望
し
て

い
る
。」）
62
（　

こ
の
要
望
は
一
月
二
〇
日
、
シ
ー
ボ
ル
ト
か
ら
ダ
レ
ス
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
他
方
で
ダ
レ
ス
に
も
、
日
本
の
主
権
を
残
そ
う
と
す
る
動
機
が
な
い
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
ダ
レ
ス
は
東
京
到
着
後
の
ス
タ
ッ
フ･

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
、

米
国
が
一
〇
〇
万
に
近
い
異
民
族
統
治
の
責
任
を
負
う
事
に
対
し
、
懸
念
を
表
明

し
て
い
た
。
日
本
の
主
権
を
認
め
な
け
れ
ば
、
米
国
の
沖
縄
統
治
は
植
民
地
支
配

に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
認
識
が
ダ
レ
ス
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ダ
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レ
ス
に
と
っ
て
問
題
は
、マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の
存
在
で
あ
っ
た
。マ
ッ
カ
ー
サ
ー

は
、
沖
縄
に
信
託
統
治
を
適
用
し
、
日
本
の
主
権
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
強
く
主

張
し
て
い
た
。

ダ
レ
ス
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
解
任
さ
れ
離
日
し
た
日
（
四
月
一
六
日
）、
第

二
次
交
渉
で
東
京
に
到
着
し
た
。
そ
の
際
、
ダ
レ
ス
は
既
に
受
領
し
て
い
た
平
和

条
約
の
英
国
草
案
（
四
月
七
日
付
）
を
日
本
側
の
井
口
次
官
に
極
秘
で
内
示
す
る

よ
う
指
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
井
口
次
官
を
通
し
て
英
国
案
の
内
示
を
受
け
た

吉
田
は
、
米
国
案
（
三
月
二
七
日
受
領
）
の
領
土
条
項
に
は
、
間
接
的
で
は
あ
る

も
の
の
、
沖
縄
に
対
す
る
日
本
の
主
権
に
配
慮
す
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
示

唆
を
理
解
し
た
。
英
国
案
の
領
土
条
項
が
米
国
案
と
異
な
っ
て
い
た
の
は
、
沖
縄

に
対
す
る
日
本
の
主
権
を
放
棄
さ
せ
、
信
託
統
治
を
適
用
す
る
、
と
い
う
部
分
で

あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
米
国
案
の
沖
縄
に
関
す
る
領
土
条
項
に
は
、
英
国
案
と

は
異
な
り
、
日
本
の
主
権
放
棄
が
明
文
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
六
月

に
入
り
、英
国
案
支
持
を
主
張
す
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
対
し
て
米
国
務
省
は
、

日
本
に
名
目
的
主
権
（nom

inal sovereignty

）
を
残
す
こ
と
が
、
日
本
人
の

領
土
喪
失
感
を
払
拭
す
る
意
味
で
平
和
会
議
参
加
国
に
も
利
点
が
あ
る
、
と
し
て

説
得
し
た
。
ダ
レ
ス
と
国
務
省
が
構
想
し
た
の
は
、日
本
の
主
権
を
残
す
際
に「
潜

在
主
権（residual sovereignty

）」
と
い
う
方
法
を
採
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
八
月

に
日
本
の
第
一
一
国
会
で
平
和
条
約
案
の
報
告
演
説
を
行
う
際
に
吉
田
首
相
は
、

第
三
条
の
領
土
条
項
に
つ
い
て
、
第
三
条
地
域
が
、
朝
鮮
、
台
湾
な
ど
第
二
条
で

規
定
さ
れ
た
地
域
と
は
異
な
り
日
本
の
主
権
の
も
と
に
残
る
、
と
の
表
現
を
用
い

た
の
で
あ
る
。
吉
田
は
演
説
原
稿
に
つ
い
て
、
事
前
に
シ
ー
ボ
ル
ト
を
通
し
て
ダ

レ
ス
の
了
解
を
確
認
し
て
い
た
。
九
月
の
平
和
会
議
の
席
上
、
ダ
レ
ス
が
ス
ピ
ー

チ
で
「
潜
在
主
権
」
に
言
及
し
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
日
米
相
互
の
了
解
と
確

認
の
経
緯
が
あ
っ
た
。

一
連
の
過
程
を
見
る
と
、
沖
縄
に
対
す
る
日
本
の
残
存
主
権
と
い
う
概
念
は
、

平
和
条
約
の
第
二
条
と
第
三
条
と
の
比
較
と
い
う
間
接
的
な
方
法
で
紡
ぎ
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
吉
田
と
ダ
レ
ス
の
合
作
と
言
う
べ
き
要
素
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
ダ
レ
ス
に
と
っ
て
日
本
の
残
存
主
権
を
認
め
る
こ
と
の

意
味
は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
が
、
先
に
触
れ
た
通
り
、
戦
後
国
際
社
会
に
お
け
る
脱
植
民
地
主
義
と
の
関

連
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
日
本
の
主
権
を
残
す
こ
と
で
初
め
て
、
米
国
の
沖
縄
統
治

が
領
土
拡
大
、
或
い
は
、
植
民
地
主
義
で
あ
る
、
と
の
非
難
を
回
避
で
き
る
可
能

性
が
あ
っ
た
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
実
際
、
米
国
の
沖
縄
統
治
に
対
す
る
植
民

地
主
義
批
判
は
一
九
六
〇
年
代
の
国
連
で
現
実
の
も
の
と
な
っ
た）
63
（

。

し
か
し
、
ダ
レ
ス
と
吉
田
は
平
和
条
約
調
印
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
的
な
事
情

で
「
残
存
主
権
」
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
事
態
に
陥
る
。
そ
の
結
果
、
平

和
会
議
後
の
沖
縄
で
は
、
日
本
の
「
残
存
主
権
」
は
ほ
と
ん
ど
空
洞
化
し
、
米
国

の
施
政
権
下
で
軍
事
的
支
配
が
継
続
し
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）
沖
縄
の
地
位
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
河
野
康
子
『
沖
縄
返
還
を
め
ぐ

る
政
治
と
外
交
』（
一
九
九
四
）
東
京
大
学
出
版
会
、
第
二
章
―
第
三
章
。
Ｒ
・
Ｄ
・

エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
『
沖
縄
問
題
の
起
源
』（
二
〇
〇
三
）
名
古
屋
大
学
出
版
会
、第
七
章
。
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な
お
「
沖
縄
」
は
琉
球
列
島
の
な
か
で
最
大
の
島
で
あ
り
、
施
政
権
返
還
に
至
る
過

程
で
琉
球
列
島
、南
西
諸
島
と
並
ん
で
今
日
ま
で
多
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。本
稿
で
は
、

今
日
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
た
地
理
的
名
称
を
踏
襲
し
て
「
沖
縄
」
を
用
い
る
が
、
資

料
の
引
用
等
の
関
係
で
「
琉
球
列
島
」、「
南
西
諸
島
」
も
併
せ
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
2
）「
岸
首
相
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
米
大
統
領
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
一
九
五
七
年
六
月
二
一
日

（
鹿
島
平
和
研
究
所
編
『
日
本
外
交
主
要
文
書
・
年
表
（
一
）』）
八
〇
九
頁
。

（
3
）
河
野
康
子
「
石
橋･

岸
内
閣
期
の
沖
縄
―
「
沖
縄
の
地
位
」
を
め
ぐ
る
政
治
を
中
心
に
」

法
政
大
学
法
学
志
林
協
会
編
『
法
学
志
林
』
第
一
〇
四
巻
第
三
号
（
二
〇
〇
七
）

（
4
）
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書　

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約　

対
米
交
渉
』（
二
〇
〇

七
）（
以
下
、『
対
米
交
渉
』
と
略
記
）
一
三
頁
。

（
5
）
同
右
、
一
三
頁
。

（
6
）
同
右
、
一
九
―
二
〇
頁
。

（
7
）
同
右
、
二
八
頁
「
対
米
陳
述
書
（
案
）」

（
8
）
同
右
、
三
頁
・
一
七
頁
。

（
9
）
同
右
、
五
七
頁
。 

（
10
）
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書　

平
和
条
約
の
締
結
に
関
す
る
調
書
』（
二
〇
〇
二
）（
以

下
、『
調
書
』
と
略
記
）
第
一
冊
、
六
〇
八
頁
。

（
11
）『
対
米
交
渉
』、
一
二
〇
―
一
二
八
頁
。

（
12
）
同
右
、
一
一
三
頁
。

（
13
）『
調
書
』
第
一
冊
、
八
六
九
頁
。

（
14
）『
対
米
交
渉
』
一
七
七
頁
。

（
15
）『
調
書
』
第
二
冊
、
一
二
三
頁
。

（
16
）
同
右
、
一
四
九
―
一
五
〇
頁
。

（
17
）
同
右
、
一
五
八
頁
。

（
18
）
同
右
、
四
三
八
頁
。

（
19
）
同
右
、
三
八
八
―
三
八
九
頁
。

（
20
）
同
右
、
三
八
六
頁
。

（
21
）M

em
orandum

 by M
r. Robert A

. Fearey of the O
ffi  ce of N

ortheast A
sian 

A
ff airs, M

inutes

―D
ulles M

ission Staff  M
eeting, A

pril 17, 1951,  T
okyo, 

FR
U
S 1951 V

ol.6, pp.979-980, U
.S. G

overnm
ent Printing O

ffice, 

W
ashington, 1977

第
二
次
交
渉
に
お
け
る
英
国
案
の
内
示
と
日
本
側
の
反
応
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
は

以
下
の
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
。
細
谷
千
博
「
講
和
条
約
・
日
米
安
全
保
障
条

約
と
政
党
」（
北
村
公
彦
編
『
現
代
日
本
政
党
史
録
』
第
二
巻
（
二
〇
〇
三
）
第
一
法

規
）
三
三
六
頁
。

（
22
）
河
野
康
子
『
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
』（
一
九
九
四
）
東
京
大
学
出
版
会
、

第
二
章
、
五
一
頁
。

（
23
）『
調
書
』
第
二
冊
、
四
四
一
頁
。

（
24
）
同
右
、
六
一
六
―
六
二
三
頁
。

（
25
）『
対
米
交
渉
』
三
七
四
頁
。

（
26
）『
調
書
』
第
二
冊
、
四
四
八
頁
。

（
27
）
同
右
、
四
四
二
頁
。

（
28
）
同
右
、
四
四
九
頁
。

（
29
）
同
右
、
四
四
九
頁
。
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（
30
）『
対
米
交
渉
』
三
九
〇
頁
。

（
31
）『
調
書
』
第
二
冊
、
四
五
二
頁
。

（
32
）『
対
米
交
渉
』
三
九
八
頁
。

（
33
）W

orking D
raft, June 1, 1951, FR

U
S, pp1060-1062.

（
34
）Ibid., p.1062.

（
35
）
河
野
前
掲
書　

第
二
章
、
五
三
頁
。

（
36
）『
調
書
』
第
一
冊
、
二
九
九
頁
。

（
37
）『
対
米
交
渉
』
四
六
三
頁
。

（
38
）
同
右
、
四
六
三
頁
。

（
39
）
同
右
、
五
〇
八
頁
。

（
40
）
同
右
、
四
九
三
頁
。

（
41
）
Ｒ
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
『
沖
縄
問
題
の
起
源
』（
二
〇
〇
三
）
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
二
四
頁
。

（
42
）M

em
orandum

 by M
r. Robert A

. Fearey of the O
ffi  ce of N

ortheast A
sian 

A
ff airs, M

inutes

―D
ulles M

ission Staff  M
eeting, January 31, 1951, T

okyo, 

FR
U
S 1951 V

ol.6, p.836

（
43
）M

em
orandum

 of Conversation, by the Second Secretary of the Em
bassy 

in the U
nited K

ingdom
(M
artin), Japanese Peace T

reaty,

﹇London,
﹈

M
arch 21, 1951,ibid.,p.941

（
44
）
Ｒ
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ジ
前
掲
書
、
二
二
四
頁
。

（
45
）『
調
書
』
第
三
冊
、
二
一
七
頁
。

（
46
）
同
右
、
二
一
八
頁
。

（
47
）
同
右
、
二
一
九
頁
。

（
48
）
同
右
、
二
一
九
頁
。

（
49
）
同
右
、
二
二
〇
頁
。

（
50
）
同
右
、
二
二
〇
頁
。

（
51
）
同
右
、
二
二
〇
―
二
二
一
頁
。

（
52
）『
調
書
』
第
四
冊
、
七
五
頁
。

（
53
）
同
右
、
九
〇
頁
。

（
54
）
同
右
、
一
二
八
頁
。

（
55
）『
調
書
』
第
一
冊
、
四
八
八
頁
。

（
56
）「
沖
縄
小
笠
原
等
に
関
す
る
件
」
昭
和
二
七
年
四
月
四
日
、
外
交
記
録
「
南
西
諸
島
帰

属
問
題
」
第
一
巻
（A

,.6.1.1.3

）

（
57
）「
世
界
情
勢
と
米
国
の
新
政
策
に
関
す
る
ダ
レ
ス
長
官
談
話
の
件
」
新
木
大
使
か
ら
外

務
大
臣
宛
、
昭
和
二
八
年
二
月
二
五
日
、
同
右
。

（
58
）「
英
文
書
簡
」
昭
和
二
八
年
四
月
二
日
、
同
右
。

T
he A

m
bassador in Japan (M

urphy) to the D
irector of the O

ffice of 

N
ortheast A

sian A
ffairs (Y

oung), T
okyo, A

pril 5, 1953. FR
U
S, 1952-

1954, V
ol.14, part2 (Governm

ent Printing O
ffi  ce, 1985), p.1405

（
59
）「
南
西
諸
島
行
政
権
返
還
問
題
」
昭
和
二
八
年
四
月
一
一
日
、
同
右
。

（
60
）「
南
西
諸
島
問
題
に
関
す
る
件
」
昭
和
二
八
年
四
月
九
日
、
同
右
。

（
61
）
同
右
。

（
62
）Incom

ing telegram
 from

 Sebald to Secretary of State, January 20, 1951, 

694.001/1-2051, RG59, N
A
.
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（
63
）
河
野
康
子
「
池
田
内
閣
期
の
沖
縄
問
題
（
一
）
―
国
連
に
お
け
る
植
民
地
主
義
批
判

と
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
沖
縄
新
政
策
を
中
心
に
―
」（
二
〇
一
四
）
法
政
大
学
法
学
志

林
協
会
編
『
法
学
志
林
』
第
一
一
一
巻
第
四
号
。（『

日
本
外
交
文
書
』
編
纂
委
員
）


